
平成２８年６月２１日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

介護ベッド用手すりについての注意喚起、石油ふろがまに関する事故について

（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ２件

（うち石油ふろがま２件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ４件

（うち電気温水器１件、

脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）１件、扇風機１件、

電気ポンプ（井戸用）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 １件

（うち介護ベッド用手すり１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項

(1)介護ベッド用手すりについての注意喚起（管理番号A201600135）

①事故事象について

施設で使用者（９０歳代）が当該製品と介護ベッドのフットボード（足側のついた

て）の間にけい部が挟まった状態で発見され、死亡が確認されました。事故発生時の

状況を含め、当該事故の原因は、現在、調査中です。

消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された２００７年（平

成１９年）５月以降、報告のあった介護ベッド用手すりの事故件数は以下のとおりで

す。

<事故発生件数>

２００７年度（平成１９年度） １２件（うち死亡 ８件）

２００８年度（平成２０年度） １５件（うち死亡 ３件）

２００９年度（平成２１年度） ７件（うち死亡 ３件）

２０１０年度（平成２２年度） １２件（うち死亡 ６件）

２０１１年度（平成２３年度） １１件（うち死亡 ８件）

２０１２年度（平成２４年度） ８件（うち死亡 ６件）

２０１３年度（平成２５年度） １件（うち死亡 ０件）

２０１４年度（平成２６年度） ４件（うち死亡 ３件）

２０１５年度（平成２７年度） ２件（うち死亡 １件）

２０１６年度（平成２８年度） １件（うち死亡 １件）

合 計 ７３件（うち死亡３９件）

※平成２８年６月２１日時点

②再発防止に向けて（介護を行っている方々へのお願い）

介護ベッド用手すりの使用に際して、これまでに、手すり（サイドレール）とヘッ

ドボード（頭側のついたて）の隙間に首を挟み込む事故、手すりと手すりの隙間に首

を挟み込む事故、手すり自体の隙間に頭や腕が入り込む事故などが発生し、死亡又は

重傷の重大事故報告が寄せられています。

（手すりとヘッドボード（頭側のついたて）の隙間） （手すりと手すりの隙間）

（手すり自体の隙間） （手すり自体の隙間）



1)御使用中の手すりが新ＪＩＳ規格の適合製品かどうか御確認ください

２００９年（平成２１年）３月にＪＩＳ規格が改正され、手すりと手すりの隙間

及び手すりとへッドボード（頭側のついたて）との隙間の基準が強化され、安全性

が向上しました。

新ＪＩＳ規格に適合していない手すりを使用する場合、首などを挟み込むおそれ

があります。よって、御使用中の手すりが新ＪＩＳ規格に適合したものでなければ、

新ＪＩＳ規格の適合製品に取り替えていただくことを奨励します。

なお、新ＪＩＳ規格の適合製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先事業者又

は販売事業者にお問い合わせください。

2)新ＪＩＳ規格の適合製品への取替えが困難な場合など

新ＪＩＳ規格に適合していない手すりを使用する場合には、隙間を塞ぐ対策を確

実にとっていただきますようお願いいたします（別添１参照。）。

・隙間を塞ぐ対応品を使用する（対応品の内容については、各メーカーに御相談

ください。）。

・クッション材や毛布などで隙間を塞ぐ。

・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体の隙間に頭や腕などが入

り込まないようにする。

・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者の目視確認を行う。 等

③再発防止への取組

医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッド用手すりによる事故につい

ての注意喚起を行っておりますので御覧ください。

また、２０１２年（平成２４年）６月６日付けで、経済産業省及び厚生労働省は、

全国の都道府県等の関係部局を通じて、病院、介護施設、福祉用具レンタル事業者な

どに介護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための安全点検について依頼を

行いました（別添２参照。）。

さらに、消費者庁は、全国の在宅介護者向けに行ったアンケート調査結果の公表及

び注意喚起を行うとともに、地方公共団体への協力依頼、新聞紙上での政府広報等に

より、事故の危険性の周知や注意喚起を行っています。また、経済産業省も「政府イ

ンターネットテレビ」を通じた注意喚起を行うとともに、独立行政法人製品評価技術

基盤機構（ＮＩＴＥ）においても、介護ベッド用手すりの事故についての注意喚起を

実施しています。

（政府インターネットテレビ）

高齢者を製品事故から守ろう！事故を防ぐ日頃の備えと心がけ

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12326.html

（消費者庁のウェブサイト）

介護ベッドの手すり等による死亡事故が発生しています！

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf

医療・介護ベッド使用にかかる注意喚起の周知度調査の結果及び対策について

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_2.pdf



（経済産業省のウェブサイト）

介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のための点検を依頼しました

http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120606003/20120606003.html

（厚生労働省のウェブサイト）

介護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための安全点検について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002cv6c.html

（独立行政法人製品評価技術基板機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイト）

福祉用具による高齢者の事故にご注意ください

http://www.nite.go.jp/data/000072185.pdf

（医療・介護ベッド安全普及協議会のウェブサイト）

http://www.bed-anzen.org/



挟み込み防止対策の例
（すき間をふさいで挟まれないようにする）

※ 平成２１年３月にＪＩＳ規格が改正され、首や腕、足などを挟み込
む事故を防ぐため、すき間に関する安全基準を強化した新ＪＩＳ
製品が製造・販売されています。早めに新ＪＩＳ製品への取替えを
お願いします。

ここが危険なすき間です！

▼スペーサー（事業者が提供）ですき間をふさぐ

▼サイドレールカバー（事業
者が提供）で覆う

▼クッションやタオルなどで
すき間を埋める

▼補助具（事業者が提供）ですき間をふさぐ

頭側ついたてとサイド
レールのすき間

頭側ついたてとサイドレール
のすき間

サイドレールとサイド
レールの間のすき間

マットレスとサイドレール
のすき間

(別添１)

介護ベッド用手すりの事故防止対策（具体例）

すき間

足側ついたてとサイド
レールのすき間

すき間すき間

すき間

サイドレール間のすき間



（別添２）



※経済産業省及び厚生労働省の「介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のため

の点検」より抜粋



(2)株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまについて
（管理番号A201600131及びA201600132）
①事故事象について

株式会社長府製作所（法人番号：8250001005924）が製造した石油ふろがまを使用
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調
査中です。

②当該製品のリコール（無償点検・改修）について
同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、修理・点検時における点検

用コネクターの戻し忘れにより空だき事故が発生する可能性があることから、事故の
再発防止を図るため、２００７年（平成１９年）７月２７日にプレスリリース、ウェ
ブサイトへの情報掲載、同月２８日に新聞社告を掲載し、点検用コネクターが付属さ
れている全ての製品について、無償点検による点検用コネクターの回収を実施してい
ます。

また、他の対象製品と電気回路や熱交換器の構造等が一部異なる２機種（ＣＫ－１
１及びＣＫ－１１Ｓ）については、空だき防止回路が不安定となることによって空だ
き防止装置の作動頻度が多くなり、修理・点検の回数も増え、点検用コネクターの戻
し忘れの可能性が高くなることから、安定的な作動を確保するため基板を交換する改
修も実施しています。

同社は、無償点検と点検用コネクターの回収等を促進するため、２００９年（平成
２１年）１０月から２０１０年（平成２２年）３月までテレビＣＭ放映により、また、
継続的に、販売店、サービス店を通じ、同社製品全般の修理・点検時に対象製品があ
った場合には、点検用コネクターの戻し忘れがないかの確認と回収等を徹底するとと
もに、ポスター掲示、店頭チラシ配布、新聞折込みチラシ等により、対象製品の使用
者に対し呼び掛けを行っています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201600132）が上記の事象によるもの

かどうかは現時点では不明です。

③対象製品：品目、機種・型式、対象製造期間、対象台数
品 目 機種・型式 対象製造期間 対象台数

JK､JK2､JK-N ※ 1984年7月 243,420
(ﾊﾞｰﾅｰ型式：BM-71K､BM-71KT) ～1991年9月
(ｾｯﾄ型式：JPK､JPS-T､JPK-N)
JPS-T3､JPK-N3(ﾊﾞｰﾅｰ型式：BM-73K) 1991年8月 257,603
(ﾊﾞｰﾅｰ製造番号 000001～238930、 ～2001年9月
500002～588761が対象)

石油ふろがま CK-8､CK-8E 1985年1月 23,815
～1992年5月

CK-9､CK-9E 1985年11月 3,840
～1987年7月

CK-10､CK-10S 1986年12月 54,181
(製造番号 000001～040080が対象) ～2001年9月
CK-11､CK-11S 1987年4月 111,085

～1999年10月
小 計 693,944



JIB-T 1984年11月 3,150

～1988年1月

JIB-2T 1984年10月 9,093

～1988年7月

JIB-4 1983年4月 4,323

追いだき付石 ～1984年8月

油給湯器 JIB-5､JIB-5E､JIB-5S､JIB-5SE 1983年11月 12,990

～1986年7月

JIB-6N､JIB-6NE､JIB-6NEG､ 1986年3月 30,333

JIB-6NS､JIB-6NSG､JIB-6EA､ ～1988年4月

JIB-6EAG､JIB-6SA､JIB-6SAG

JIB-7EG､JIB-7S､JIB-7SAG､ 1987年12月 39,134

JIB-7SG ～1991年12月

小 計 99,023

合 計 792,967

（注）※印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、

バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

２００７年（平成１９年）７月２７日からリコール（無償点検・改修）を実施

改修率：３４．４％（２０１６年５月３１日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201600131及びA201600132）発生以前の、同社が製造した当

該製品における２０１０年度以降のリコール対象の内容による事故（調査中のもの

であってリコール対象の内容の事故かどうか不明なものを含む。）の件数は、次のと

おりです。これらは、消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告を受

けたものです。

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況

2016年度 1 火災 2012年度 5 火災

2015年度 3 火災 2011年度 7 火災

2014年度 5 火災 2010年度 1 火災

2013年度 3 火災

＜対象製品の外観及び確認方法＞



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・改修を受けていない方は、浴槽

に水があることを確認して使用していただくとともに、速やかに下記問合せ先まで御

連絡ください。

【問合せ先】

株式会社長府製作所

電 話 番 号：０１２０－９１１－８７０

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：木原、平野、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：下出、鈴木、植杉

電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201600131 平成28年5月22日 平成28年6月17日 石油ふろがま CK-11 株式会社長府製作所 火災

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。
事故の原因は、現在、調査中であるが、機器
の修理、点検及び空だき防止装置の作動状
況を判定するため、一時的に使用する点検用
コネクター（空だき防止装置を働かせないよう
にするもの）を修理・点検後に戻し忘れたた
め、空だきとなった際に空だき防止装置が作
動せず、火災に至ったものと考えられる。

栃木県

製造から20年
以上経過した
製品
平成28年6月
16日に消費者
安全法の重大
事故等として
公表済
平成19年7月
27日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率：34.4％

A201600132 平成28年6月5日 平成28年6月17日 石油ふろがま JPS-T3 株式会社長府製作所 火災
当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

北海道

製造から20年
以上経過した
製品
平成19年7月
27日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率：34.4％

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201600129 平成28年5月24日 平成28年6月16日 電気温水器 MS46E①
積水化学工業株式会
社

火災
公的機関で破裂音がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を破損する火災が発生して
いた。現在、原因を調査中。

奈良県

製造から30年
以上経過した
製品
平成28年6月9
日に消費者安
全法の重大事
故等として公
表済

A201600130 平成28年4月20日 平成28年6月16日
脚立（はしご兼用、
アルミニウム合金
製）

多機能はしご
5.7m

ラックスクリエーション
株式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品をはしごとして使用中、当該製品が
破損し、転落、両脚を負傷した。現在、原因を
調査中。

長野県

事業者が重大
製品事故とし
て認識したの
は平成28年4
月28日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、業者に対し
厳重注意



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201600133 平成28年6月1日 平成28年6月17日 扇風機 F-GA301
パナソニック エコシス
テムズ株式会社
（輸入事業者）

火災
火災報知機が鳴動したため確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生してい
た。現在、原因を調査中。

岐阜県

A201600134 平成28年6月6日 平成28年6月17日
電気ポンプ（井戸
用）

PH-202GT6.05
九州松下電器株式会
社（現　テラル株式会
社が事業継承）

火災
異音がしたため確認すると、当該製品を焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査
中。

広島県



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201600135 平成28年6月4日 平成28年6月17日 介護ベッド用手すり 死亡1名

施設で使用者（90歳代）が当該製品と介護ベッドのフットボード
（足側のついたて）の間にけい部が挟まった状態で発見され、死
亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査
中。

北海道

介護ベッド用手すり
についての注意喚起
を実施（特記事項を
参照）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



電気温水器（管理番号：A201600129) 

 

 

 

 

脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）（管理番号：A201600130) 

 



扇風機（管理番号：A201600133) 

 

 

 

 

電気ポンプ（井戸用）（管理番号：A201600134) 
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